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一

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
六
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

う
さ
ぎ
と
か
め

三

代
表
者
の
氏
名

浜

田

松

美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
緑
が
丘
四
丁
目
二
十
五
番
六
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
、
児
童
、
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
に
基
づ

き
幅
広
い
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

事
業
の
変
更

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
施
行
令
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

佐
伯
市
鶴
見
大
字
梶
寄
浦
百
七
番
地
の
二

小
泉

正
勝

佐
伯
市
鶴
見
大
字
梶
寄
浦
四
番
地
八

鶴
見

謙
寿
朗

佐
伯
市
鶴
見
大
字
梶
寄
浦
四
百
一
番
地
二

岡
部

張
友

２

加
入
区

東
中
浦
加
入
区

３

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

佐
伯
市
鶴
見
大
字
梶
寄
浦
二
百
七
十
五
番
地

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
東
営
業
店

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

平

成

三

十

年

第

二

九

六

九

号

三
月
二
十
七
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

間

指
定
す
る
期
日

中
津
港
一
五
号
臨
港
道
路

中
津
市
大
字
田
尻
崎
二
〇
番
四
か
ら

中
津
市
大
字
田
尻
崎
二
〇
番
三
ま
で

平
三
〇
・

四
・

一

中
津
港
二
五
号
臨
港
道
路

中
津
市
大
字
田
尻
崎
二
〇
番
四
か
ら

中
津
市
大
字
田
尻
崎
二
〇
番
三
ま
で
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車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
通
行

す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
併
せ
て
、
同
令

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト

ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
区
間
及
び
指
定
す
る
期
日

二

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通

行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設
等
に

出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触

し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

②

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二

三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、

縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す

る
材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。

③

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を

収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

大
分
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
分
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
二
十
一
号

県
庁
前
古
国
府
線

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二


